
27

商工会に備え付けの申込書に必要事項を記入の上、領収書
を添付の上申込ください。
後日県連合会より助成金が指定口座に振り込まれます。

人間ドック（健康診断、成人病検査、脳ドック、乳がん検診等
含む）の検診費用が年1回最高5,000円まで助成されます。

2015.12



（平成27年11月現在）

218,442

貯蓄積立金は預金利率の変動により変わります。 この例は年利率0.125％で、10年間変動がないものとして試算したものであって、 確定金額
ではありません。

　保険会社が経営破綻に陥った場合、損害保険契約者保護機構による契約者保護の措置が図られますが、解約等のお取り扱いが一定期間できなくなったり、
　ご契約時の保険金額が削減されるなど、支障が生じることがあります。

医療保障特約型

保険内容（保険金額・保険料）

2,000

年間保険料1口430円（加入限度口数30口）
　死亡・後遺障害保険金額　　44.2万円
　（事故日から180日以内の死亡・後遺障害）
　入院保険金　　1日当たり　361円
　（事故日から180日以内の入院で180日限度）
　通院保険金　　1日当たり　224円
　（事故日から180日以内の通院で90日限度）
　手術保険金
　　イ.入院中に受けた手術の場合
　　　 手術保険金の額＝入院保険金日額×10倍
　　ロ.イ. 以外の手術の場合
　　　 手術保険金の額＝入院保険金日額×5倍
※記載の保険金額は、団体（加入者数）割引20％、損害率割引10％適用の金額
　となります。適用率は、加入者数および損害率実績により、毎年10月31日付け
　にて見直します。（表示は平成27年10月31日現在）
　適用率が変更になる場合は、保険金額を変更します。保険料は変わりません。

8

（注1）従業員全員を被保険者として契約した場合は、給料でなく福利厚生費として損金計上可能
（注2）交通事故損害保険料は含みません。
（注3）事務経費には、消費税相当額が含まれています。

〔掛金の経理処理〕

日新火災へお問合わせください。

加入形態 経理処理
加入者

（掛金負担者） 被保険者 保険金受取人 保険料 事務経費（注3） 受取利息・配当金 貯蓄積立金

個人事業主

法人

経費計上

損金計上

雑所得

益金計上

資産計上
（貯蓄積立金）

資産計上
（貯蓄積立金）

従業員等 ー ー ー

親族
親族

事業主

事業主

親族

法人

役員の親族

法人

親族

家事費
家事費
必要経費

（福利厚生費）
必要経費

（福利厚生費）
必要経費
（現物給与）
損金計上

（福利厚生費）

損金計上
（福利厚生費）

生命保険料控除（注2）

役員報酬

親族 給料（注1）

事業主
専従者のみ

従業員・専従者

従業員

役員

従業員

従業員等
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